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   平塚市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する 

条例施行規則の一部を改正する規則（案） 

 平塚市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規

則（昭和４３年教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の２中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

２ この規則の施行前にした行為に対する懲役、禁錮又は刑法等の一部を改正する法律（ 

令和４年法律第６７号）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号）

第１６条に規定する拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合、この規則に

よる改正後の平塚市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例施行規則第１条の２の規定の適用については、拘禁刑又は拘留の刑の執行のため

刑事施設に拘置されているものとみなす。 
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